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新型コロナウイルス感染症が5類移行となるにあたり、当センターでは、下記の対応を取らせていただきます。 

今後も、政府や保健所等の関係機関の方針に従い、対応を変更する場合がございます。 

ご不便をおかけいたしますが、引き続きの感染対策と円滑な外来の運営にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 
 

なお、感染状況の変化に応じて、急遽対応が変更となる場合があります。 

当センターの特性上、登園・通学等が可能な場合でも、症状の有無などによっては来院をお控えいただくことがあります。ご理解とご

協力のほど、よろしくお願い致します。 
 

 

1. 以下の症状のある方は、理由の如何を問わず、外来受診およびリハビリ指導を受けられません。 

当日来院された際に下記症状があると医師が判断した場合、受診をお断りさせていただく場合があります。 

来院前に、体調の確認と体温の測定をお願いいたします。 
 

a. 当日の体温が 37.5℃以上ある（大人は 37.0℃以上） 

b. 咳・鼻水を含む風邪症状（強いだるさや息苦しさも含む）がある 
 

※過去５日間以内に、本人および同居家族に発熱・咳・鼻水等の症状があった際には、受診当日に症状が

消失していても、事前に電話でご相談くださいますようお願いいたします。 
 

2. 以下①～③のいずれかにあてはまる場合には、外来診療およびリハビリ指導を原則受けられません。 

① ５日間以内に、本人および同居家族で、新型コロナウイルス感染症に罹患した方がいる 

② 新型コロナウイルスに罹患後、症状軽快して 72時間が経過していない 

③ 本人および同居家族の所属する園や学校、施設等が新型コロナウイルス感染拡大のため閉鎖中 
 

3. 付き添いについては、人数制限はありませんが、必要最低限の人数でお願いいたします。待合での待機も同

様でお願いいたします。付き添いの方も体調の確認と体温の測定をしてご来院ください。 

4. 当院は医療機関のため、引き続き、マスクの着用をお願いしております。2 歳未満および特別な事情のある

場合を除き、可能な限りマスクの着用をお願いします。当院での用意はありません。また、飛沫防止の観点

から、不織布マスクを推奨しております。 

5. センター内での飲食は、指定の場所（談話室）をご利用いただきますようお願いいたします。 

6. 当センターの建物への出入りは外来出入り口のみとさせていただきます。範囲外には許可なく立ち入らないで

ください。また、当センターでのご用件がお済みになりましたら、速やかにお帰りください。 
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